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はじめに

1958年7月14日、イラクにおいてクーデター

が勃発し、中東屈指の親西御殿権であったハー

シム王政 (HashemiteKingdom)が倒れた。

革命のさらなる波及を恐れた米英はただちに

近隣諸国への介入を決め、それぞれ内戦の危

機に瀕していたレバノン、ヨルダンに出兵し

た。他方、ナセル大統領 (GamalAbdel 

Nasser)率いるアラブ連合共和国 (United

Arab Republic [以下、 UARと略記])や

同国を支援していたソ連は、米英の出兵を強

く批判した。その結果、 7月15日から開催さ

れた国連安全保障理事会では、東西陣営で激

しい非難の応酬が繰り広げられるにいたった。

中東地域での局地的危機は、冷戦構造のもと

で深刻化し、一気に世界的な問題となったの

である。

このとき、日本は、 1956年に悲願の国連加

盟を果たし、 1957年には安保理非常任理事国

に初当選したばかりであった。国際社会への

復帰直後に起こったこの危機に際して、時の

岸信介内閣は、藤山愛一郎外相を中心に積極

的な国連外交を展開した。その結果、米英の

中東への出兵を批判する一方で、米英とUA

R ・ソ連との対立が深まるなかで独自の決議

案を提起し、問題解決への方向性を示したの

である。しかし、日本政府は、その線上に解

決を求めたハマーショルド国連事務総長

(Dag Hammarskjold)から自衛隊の派遣を

求められると、一転して要請を拒否すること

になる。

このレバノン危機は、日本にとって、国連
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から初めて国連平和維持活動 CPeace

Keeping Operation [以下、 PKOと略記J)

への自衛隊派遣を求められたケースであり、

現在も続く参画問題の原体験となっている。

だが、従来、この問題については、国連から

の自衛隊のPKO派遣要請のみが注目され、

危機の発端から解決への過程で日本がいかに

主体的に行動したかという全体像については

看過されてきた l。なぜ岸は、独自の決議案

を提案するという積極的な国連外交を試みた

のか。そして、それにもかかわらず、国連か

らの要請を拒否し、自衛隊を派遣しなかった

のはなぜだったのか。本稿は、 1958年のレバ

ノン危機に対する日本の対応を、外交、内政

の両面から明らかにし、岸内閣の国連外交の

実際を考察する。

岸外交については、近年、日米関係、対ア

ジア関係に関する研究が蓄積されつつある。

しかし、その一方で、国連外交については、

岸内閣が掲げた「国連中心主義」は単なるス

ローガンであったという通説的理解もあって、

なおケース・スタディが充分に進んでいな

い2。岸外交の全体像を明らかにするために

は、国連外交の実際を明らかにしなければな

らない。このことは、同時に、岸外交につい

て重要な知見を与える。従来、岸外交は、鳩

山一郎、石橋湛山内閣の「対米自主」の延長

でとらえられてきた 3。しかし、近年は、む

しろ「対米協調」を堅持した吉田茂内閣との

連続性が指摘されるようになっている 4。こ

の点、レバノン危機をめぐる岸内閣の国連外

交は、米英の出兵を批判したことに見られる

ように、明らかに「対米自主」の立場であっ

た。そして、それは、カナダや北欧諸国といっ

た国連内のミドル・パワーと同様に、米国も

含めた国際社会から高く評価された 50 こう

した評価をふまえて、本稿は、岸外交におけ

る、こうした「対米自主」の側面を認め、そ

の再評価をする。

以下、まず、「国連中心主義」を標梼した、

岸内閣の国連外交を概観する。次に、レバノ

ン危機における日本の国連外交を考察し、独

自の安保理決議を提出した経緯を明らかにす

る。そして、なぜ国連からの自衛隊派遣要請

を拒否したのかを検討してゆく。

第一節岸内閣と国連

1、岸内閣の国連外交

1957年2月23日、岸信介内閣が成立した。

新憲法で「恒久の平和を念願」し、「国際社

会において名誉ある地位を占めたい」と願望

していた国民の多くが、国連加盟に歓喜した。

そこで「国際連合を中心として、世界の平和

と繁栄に貢献することを、わが外交の基本方

針とすべき」と考えた岸は、 1957年 9月に

「外交三原則」を打ち出し、その中で「国連

中心主義」を掲げた(残り二つは「自由主義

諸国との協調」、「アジアの一員としての立場

の堅持J)60 その岸内閣の国連外交の基本方

針は、『わが外交の近況 H現在の『外交青

書~)によれば、 iAAグループの一員とし

てアジア・アフリカ諸国の立場に同情と理解

を示すとともに、西欧諸国との協調をはかり、
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国連憲章の目的と原則に従って、つねに公正

妥当かっ建設的な解決策を考案し、各利害関

係国の説得に努め」ること、であった 70 つ

まり、それは「自由主義諸国との協調」と

「アジアの一員としての立場の堅持」という

こつの原則聞の調整、すなわち西欧とアジア・

アフリカ諸国(以下AA諸国と略記)の伸弁

者となることであった。実際にも岸内閣は、

国連加盟後聞もない1957年にはフランスとア

ルジエリアの対立を仲介するなど、西欧と

AA諸国の仲介者としての役割を積極的に試

みた 80

岸内閣が国連外交の基本方針を欧米とAA

諸国の仲介者と規定したのは、なぜだったの

か。第一に、それは、 1950年代後半の国連の

変容に対応した現実的政策であった。 1955年

以降、国連においてはAA諸国が増加し、

1956年には全加盟国 (81カ国)の 3分の 1を

超した (28カ国)。このAA諸国の増加は、

国連内の従来の勢力図に実質的変化をもたら

し、 AA諸国が共産諸国(10カ国)と協力す

れば、総会の半数前後を占めることができる

状況が生まれていた。とりわけ日本は、西欧

諸国とAA諸国が措抗しつつあった国連にお

いて、 AA諸国内の穏健派として「キャスティ

ング・ヴオート」を握る立場にあった目。こ

のような立場を利用すれば、日本は西欧諸国

とAA諸国との聞で仲介者の役割を探ること

も可能だったのである。そして、このような‘

方針は、国連加盟国からも歓迎された。 1956

年のスエズ危機では、ハマーショルド事務総

長からI"AA諸国のみならず西欧側も、日本

がこの危局に際しmaturediplomacyを発揮

して、東西の融和達成に積極的に寄与するこ

とを深く期待している」とのコメントが加瀬

俊一国連大使に寄せられた 100

第二に、西欧諸国とAA諸国の仲介者を目

指すという国連外交は、 AA諸国の共産陣営

への接近を阻止しようとする、岸内閣の対

AA諸国外交の延長線上にあった。 1950年代

後半は、植民地独立を果たしたばかりのAA

諸国と欧米諸国との対立が激化し、そこに米

ソ冷戦が加わった。このような状況にあって、

AA諸国が共産陣営に接近することを危慎し

ていた外務省は、I"AA諸国と西欧諸国との

対立、抗争は、いたずらにソ連文は中共を利

するのみである」と考えていた 110 そこで外

務省は、 AA諸国と西欧諸国の「相互信頼を

回復し、自由世界の分裂を防止」するべく、

両者の「調停役」を果たそうと考えたのであ

る120実際、 1957年のインドネシア内戦に

おいて岸内閣は、インドネシアの共産化を阻

止するために、西欧とインドネシア政府の仲

介者的役割を果たした 13。国連は、このよ

うな岸内閣の対AA諸国外交にとって有力な

手段だったのである。

第三に、西欧とAA諸国の仲介者という岸

内閣の国連外交は、岸内閣が掲げた「日米対

等化」の一環でもあったo 1"日米新時代」を

掲げた岸は、占領期以来の日米関係を一新し

「日米の関係をすべてにわたって対等にする」

ことを目指した 140特に、岸は、「アジアの

中心は日本」ということを米国に印象付ける

ことが日米対等化に役立つと考えていた 150
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この点で、国連において欧米とAA諸国の仲

介者の役割を果たすことも、「日米対等化」

を図ろうとした岸外交の一環に他ならなかっ

fこ。

その後、西欧とAA諸国の仲介者を基本方

針とする岸内閣の国連外交は二つの点で強化

されるに至った。第ーに、安保理非常任理事

国への当選である。当時、アジア諸国には非

常任理事国の議席割当がなかった。にもかか

わらず、すで、に東欧の議席割当を切り崩して

当選を果たしていたフィリピンの後を襲って、

日本は1957年10月に安保理に当選を果たした。

このような経緯で当選した日本の立場は安保

理における「アジアの代表」という意味が大

きく、これによって欧米とAA諸国の仲介者

という立場も著しく強化されることになっ

た160

第二に、 1957年7月の内閣改造に伴い、藤

山愛一郎が外相に就任し、岸外交が「対米自

主」の立場を鮮明にしたことである。藤山は

外相就任にあたり「国際社会の責任ある一員

として世界平和の確立と国際間の友好関係の

増進のため建設的役割を果たす」と述べ、

「自主外交を推進したい」との抱負を語っ

た 170 1955年のバンドン会議に出席して以

来、 AA諸国に対して強い同情を抱いていた

藤山は「アメリカが間違いそうなときには、

日本も持っている“アジア人の感情"を知ら

してやり、場合によってはアメリカに対する

忠告も必要だ」とさえ、公言していた 180 さ

らに外務次官には、山田久就駐イラン大使が

登用された。中東通としても知られた山田は、

国連における日本の発言力を強めるためには

「アジア・アラブの民族主義に同調する立場

を取るべき」との意見を強く主張してい

た190 また、藤山の外相就任当時は、外務

省内に、吉田茂派と反吉田派の対立が見られ

た200山田は、政治的に鳩山一郎に近く、

この外務省内の反吉田派を代表する人物でも

あった 210

このような「対米自主」を基調とする外務

省首脳の考え方は、当時の国内の雰囲気にも

通底するものであった。 1950年代には、圏内

に反米ナショナリズムが高まり、またその裏

返しとしてAA諸国への親近感が広く共有さ

れていた 22。藤山は「国民外交」を標梼し

「真の外交は国民の強い支持と理解とがなく

して、遂行できない」として、このような世

論を積極的に外交政策に反映させようとした

のである 230 すでに1950年代後半は、鳩山

一郎、石橋湛山両内閣が圏内のナショナリズ

ムを背景にした「自主外交」を掲げて、日ソ

国交回復や日中関係の改善を試みた。したがっ

て、藤山もまた、この「対米自主Jの系譜に

位置づけることができょう。

他方、これとは異なる見解を持っていたの

が吉田茂である。吉田にとっては日米関係こ

そ「日本外交の根本基調」であり、「共産圏

諸国並びに東南アジア諸国との関係の重要性

を強調するの余り、対英米関係、特に対米親

善外交の基調を不当に庇する」ことを危慎し

ていた 240 したがって、吉田は、国連外交

の基本方針を「自由国家と共産国家が対立し

ている場合に、態度を明らかにすること」と



岸内閣と国連外交 -PKO原体験としてのレバノン危機一 145 

割り切っていた 250 このように「対米協調」

の立場を堅持した吉田は、レバノン危機前後

の岸外交に対しては、「素人外相〔藤山愛一

郎〕を据へて外交の重要性も認めがたく、対

共政策も不徹底」と批判的であった 260

2、国連外交のニつのジレンマ

こうして、岸は、藤山を中心にして、西欧

とAA諸国の仲介者を独自の役割と規定した

国連外交を安保理において展開しようとした。

藤山は、 1958年3月のアジア太平洋公館長会

議の席上、「国際連合、殊に安全保障理事会

において、その他機会あるごとに、アジアの

立場の解明、アジアの係争問題の解決に努め

ることとしたい」と訓示し、「アジアの代表」

として積極的に安保理審議に臨む考えを示し

た27。ところが、このような国連外受は、

重大な二つのジレンマを抱えていた。

第一に、「自由主義諸国との協調」と「ア

ジアの一員としての立場の堅持」との閣のジ

レンマである。安保理において西欧とAA諸

国が対立した場合、日本が「アジアの一員」

としてAA諸国に同調する投票行動を行えば、

米国との関係を悪化させかねない。米国にす

れば、論戦を通じて米ソが正当性を争う安保

理において、同盟国の反対行動は許容できる

ものではなかった。その上、非同盟中立を掲

げて米国と対立関係にあったインドやUAR

を中心勢力とするAA諸国への接近は、日本

が中立化するのではないかという、かねてか

らの米国の懸念を助長しかねなかった。実際、

マッカーサー駐日大使 CDouglasMacArthur 

11)は1957年5月の段階で、日本には非同盟

か中立主義へ向かう可能↑生(良くて、スイス=

スウェーデン型、悪くて、ネーJレのインド型)

があり、最悪の場合、共産主義陣営に接近す

る可能性すらあると危慎していた 280 しか

し、日本が「自由主義諸国との協調」を優先

して、米国の投票行動と足並みを揃えるなら、

AA諸国からの批判を招く可能性があった。

その結果として、日本は、 AA諸国内の約半

数を占めていたインドを中心とした中立諸国

からの支持を失う可能性すらあったのであ

る290

第二に、国連外交と、自衛隊の海外派兵に

批判的な国内政治との聞のジレンマである。

安保理において欧米とAA諸国の仲介を試み

れば、その一環としてPKOへの自衛隊の参

加が必要となり、国内批判を引き起こしかね

ない。 1950年代は、再軍備に対する反発が根

強く、例え国連協力のためであっても、自衛

隊を海外に派兵しうる政治環境にはなかった。

とりわけ1950年代は、そもそも自衛隊に対す

る国民感情は否定的であった。大江健三郎が

防衛大生を「恥辱」と評したのは、まさに

1958年のことであった 300 しかし、このよ

うな圏内批判を避けて国連への自衛隊派遣を

行わなければ、安保理において国際的地位を

低下させかねなかった。

この点で、活発な国連外交を行っていた北

欧諸国は、その裏付けとして特別に立法措置

を講ずるなどしてPKOに軍隊を派遣していた

のであるが 31、岸内閣は、安保理非常任理

事国に当選していたにもかかわらず充分な準
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備を整えていなかった。すでに1958年3月の

衆議院内閣委員会では、社会党の石橋政嗣議

員が、日本が非常任理事国に当選したことを

ふまえて、「自衛隊が国連のワクの中でどの

程度動くことを現憲法は許しておるのであろ

うか」と質問した。しかし、岸は、「あるか

ないかわからないことを各種の場合を想定し

て理論的にだけ政府がきめるということは、

なかなかむづ、かしい」と、明確な答弁を避

けfこ320

そして、以上の二つのジレンマをより深刻

なものにしたのが、岸が最大の目標とした日

米安全保障条約改定交渉であった。そこで、

岸は、日米関係に緊張をもたらすことは避け

ねばならなかったし、なおかっ、自衛隊の海

外派兵に対する国民の懸念にもより注意深く

配慮せねばならなかった。まさに日米安保改

定交渉が始まろうとしていた1958年の夏に勃

発したレバノン危機は、これら二つのジレン

マを岸と藤山に突きつけたのであった。

第二節 レバノン危機と日本決議案

1、レバノン内戦の勃発

1956年のスエズ危機以降、中東では、英国

のプレゼンスが大幅に後退し、これとは対照

的に、アラブ・ナショナリズムを背景とした

ナセル失統領率いるエジプトの影響力が高まっ

た。 1958年 2月には、エジプトとシリアが

UARを結成し、ここにナセルの威信は頂点

に達した。他方、米国は、経済・軍事協力を

中心にソ連との関係を深めていたナセルを警

戒した。そこで、アイゼンハワー CDwight

D. Eisenhower)政権は、中東の親西側政権

が「国際共産主義によって支配されるL、かな

る国家からであれ、公然たる武力攻撃にさら

されて援助を求めるならば、その領土を保全

し政治的独立を確保するために合衆国の軍隊

を派遣する」ことを抱約したアイゼンハワー・

ドクトリンを1957年に発表した。「国際共産

主義に支配される国家」が、エジプトを指す

ことは明らかであった 330

このような米国とUARの対立を決定的な

ものとしたのが、 1958年5月に勃発したレバ

ノン内戦であった。親米派シャムーン大統領

CCamille Chamoun)は、憲法改正を通じて

任期延長を図ろうとしたのであるが、それに

対する国内の強い批判が暴動へと発展した。

ところが、シャムーンは、問題を内政問題と

してではなく、隣国たるUARからの間接侵

略であるとして、アイゼンハワー・ドクトリ

ンを根拠にして米国に出兵を要請した 340

これに対してアイゼンハワー政権も、攻勢に

転じていた共産勢力の拡大を防止し、なおか

っ、自由主義陣営内部からの米国に対する信

頼性を維持する必要があったので、レバノン

への出兵を確約せざるをえなかった 350 た

だし、アイゼンハワ一政権は、あくまでもレ

バノン出兵の国際的正当性を確保するために、

シャムーンに対して安保理への提訴を促し

た36。そこでシャムーンは、 5月22日に安

保理に対して Fレバノンの内政問題へのアラ

ブ連合共和国の干渉」を提訴した 370 安保

理では、中東の親西側政権の要であったイラ

クを筆頭に、米国、英国が、 UARを強く非
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難した。そして、他方では、中東諸国の反米

感情を自国に対する支持へと転化しようとし

たソ連が、積極的にUARを擁護した 380

このように、米国・レバノンと、 UARが

対立したことによって、西欧とAA諸国の仲

介者を目指した岸内閣の国連外交の真価が関

われることになった。こうした状況の中で、

藤山は、「本件を契機としてソ、連が西欧の中

近東介入を攻撃する等の結果を来たすことは

避けたいので、アラブ連合を非難する如き決

議案は現段階において提出せざるようレバノ

ンに説得され、且つ、アラブ連合とはあく迄

公正な立場より議場外において密接に連絡し、

できるだけ安保理におけるアラブ国家同志の

紛争を避けるよう努力ありたい」と松平康東

国連大使に訓令した 390 このように、外務

省の態度は、 UARに同調的であった。なぜ

なら、外務省は、レバノン内戦をあくまでも

「内政問題の解決なき限り事態の根本的解決

にはならない」とみなしていたためである 400

この情勢判断は、戦前から外務省内で養成さ

れていたアラビストである田村秀治駐シリア

公使や、レバノン領事館からの現地情報に支

えられていた 41。例えば田村は、レバノン内

戦の本質を「完全な圏内問題」と断言し、

「レバノンのアラブ連合への接近を恐れる米、

英、仏、トルコ、イラク等が現首脳を支持し

ておることが本問題を国際化せしめた」と

簡潔に報告していた 420

そこで、安保理では、松平が、パナマやコ

ロンビアといった非常任理事国と共同して、

UARとレバノンの対立を緩和させようとし

て冷静かっ中立的に対処した。まず、松平は、

UAR代表と協議を重ね、調査団の派遣を骨

子とする決議案を構想した。さらに、 UAR

とレバノンの両当事者との協議を通じて、こ

の決議案は「論争を起し易きデリケートなる

問題」であると判断し、「不充分なりとの結

論」を得た松平は、パナマなどと修正案を準

備するなど極めて慎重な外交努力を重ねた430

ところが、突然、スウェーデンが、「不法な

レバノン国境を越えた要員の侵入もしくは武

器やその他の物資の供給がないよう確保する」

ことを目的とする国連監視団派遣を骨子とし

た決議案を安保理に提出した 440 スウェー

デン案は米英の後押しを得ていたから、

UARやソ連はこれに強く反発し、安保理内

に米ソ対立が再燃した。まさにこのような事

態を回避せんとして同様の決議案を準備しつ

つも、慎重にその提案の時期を見計らってい

た松平にとって、この唐突なスウェーデンの

行動は「平和的解決のための必要な円滑な空

気を破壊する」ものと写った 450 ただし意

外なことに、すでに日本など非常任理事国の

冷静な対処に接していたUARは、スウェー

デン案への反対を控えた。その結果、スウェー

デン案に拒否権を行使する理由を失ったソ連

は同案を棄権した。こうしてスウェーデン案

付可決され、安保理は、レバノンに国連監視

団 CUnitedNations Observation Group in 

Lebanon [以下、 UNOGILと略記])を派遣

することを決定した 460

他方、こうしたUARの冷静な態度は、米

国の立場を難しくした。そもそも、米国にとっ
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ては、ソ連の拒否権を誘発することで安保理

を決裂に持ち込める可能性のあったスウェー

デン案は、レバノン出兵を正当化できる提案

であった。しかし、意外にも、レバノンへの

UNOGIL派遣が決定された以上、米国は

「出兵を正当化することがより困難になった」

のである 470 アイゼンハワー大統領も、「ナ

セル大統領がレバノンの国連監視団に反対し

なかったことはわれわれをまごつかせた」と、

驚きを隠していない 480 そこで、米国は、

レバノン出兵を-s.控え、 UNOGILの成否

を見守ることとした 490

これに対して、日本外務省は、レバノン内

戦が安保理での審議を通じて国際問題化した

ことから、「アイクドクトリンに基づく米国

の援助により事態を解決する却き結果となる

こと」を危倶するようになった 500 外務省

は、米国のレバノン出兵が中東への「ソ連の

介入を増大せしめる如き結果を招来し、或い

は又UARを却ってソ連側に押しゃる結果」

につながりかねないと考えていた 510 特に、

山田外務次官は、日本にとって、中東地域は

国際社会の「平和の維持」という観点から見

ても、また石油採掘や経済協力によって広が

りつつあった「利害関係Jから見ても、「非

常にクリテイカルな地位」にあると認識して

いた 520

そこで、国連局は、米国の単独介入を阻止

するべく新たな国連決議案を構想した。それ

は、(1)実体の備わった調査委員会をレバノ

ンに派遣するように求める、 (2)調査委員会

がUARの侵略を発見するか、あるいは、そ

の任務を適切に果たすことができない場合は、

レバノン政府の要請に基づき、安保理におい

て国連緊急軍の派遣を決定する、というもの

であった 53。国連局は、米軍のレバノン出

兵をあくまでも「重大な過ち」とみなし、そ

れを阻止するために紛争当事者聞に介在する

国連緊急軍の派兵を画策していたのである。

6月23日に北原秀雄国連局参事官は、この構

想をマッカーサーに提示した。そこで北原は、

ソ連や中国に対して間接侵略の先例を残さな

いためにも、レバノンの統ーの保持は重要で

あるとの認識を示した。しかし、同時に、北

原は、国連の承認なしに外国の軍隊がレバノ

ンに出兵すれば、「事態は完全に手に負えな

くなるであろう」との危倶を表明し、レバノ

ン問題は国連の文脈で解決されていくことが

必須であると述べた 540 さらに、北原は、

ソ連が安保理で拒否権を行使した場合、日本

のイニシアティブによって緊急総会を開催し、

そこで上述の決議案の可決を促す用意がある

ことさえ、マッカーサーに伝えていた。

さらに、藤山は、山田次官を中心に、

UARと米国の仲介工作を試みようとした。

6月24日に、山田次官は、マッカーサーと会

談し、「アラブのナショナリズムと何等かの

妥協を策する」よろ説得し、かっ、日本が米

国とUARの仲介を行うことを提案した 550

しかし、この山田の提案に対して、マッカー

サーは、「ナセルを自由陣営に協力せしめ

(pro free wor1d orientation)得るかには

疑問を持っている」と答え、ナセルとの妥協

を否定した。さらに、マッカーサー大使は、
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UARIこよるレバノンへの間接侵略を非難す

るが故に、「若しナセルが直接間接に他国の

内政に干渉する態度を改めないなら、米のみ

ならず全自由陣営はこれを鶴忍できない」と、

UARとの敵対姿勢を鮮明にしたのであっ

た 560

以上のように、岸内閣は、レバノン内戦を

通じていくつかの点で米国と異なる見解を持っ

ていた。第ーに、米国は、レバノン内戦を、

あくまでもUARIこよる間接侵略が主たる原

因としていたが、外務省の情勢判断では、レ

バノン内戦はあくまでも圏内問題が原因であっ

た。第二に、米国はUNOGILが失敗した場

合、米軍を出兵させようと考えていたが、岸

内閣は、米軍のレバノン出兵にはあくまでも

反対であった。 UARの間接侵略が明らかに

なった場合でも、国連緊急軍の派遣にとどめ

るべきというのが外務省の立場であった。第

三に、米国はナセルとの妥協は不可能である

とみなしていた。しかし、外務省は、ナセル

との妥協が可能だとみなしていた。

さらに、外務省は、 1958年7月12日に開催

した主要国五大使連絡会議において 57、ナ

セルの「積極的中立主義」への理解と協力を

表明し、レバノン内戦を「国内的な政争Jと

断じた 580 このように米国と一線を画した

見解を持っていた岸内閣にとって、 UNOGI

Lとハマーショルドの見解が重要な意味を持っ

た。 UNOGIL'ま、 7月 1日に安保理に第一

次報告を提出し、レバノンへの不法侵入に関

する決定的あるいは具体的証拠は得られなかっ

たと報告した 590 このようにUARによる間

接侵略の事実を認めなかったUNOGILやハ

マーショルドの見解は、従来の外務省の見解

と一致していた。そこで、岸内閣は、このよ

うな国連の報告を尊重することによって、自

らの見解の正当性を補強していくのである。

他方、米国は、 UARの間接侵略をUNOGIL

が否定したことによって、レバノン出兵への

根拠を失うこととなったσ その結果、米軍の

出兵を期待できなくなったシャムーンは、憲

法改正を断念し、レバノン情勢は沈静化して

いった。

2、日本決議案の提案

ところが、こうした中で、 7月14日に、イ

ラクにおいてクーデターが勃発する。シャムー

ンは、イラクでのクーデターを、自5命である

UARの間接侵略を立証したものであると認

識した。そこで、一旦は米国の出兵を断念し

たシャムーンであったが、イラクのクーデター

に乗じて、再び米国にレバノンへの出兵を要

請した 600 このシャムーンの要請に接した

アイゼンハワーは、「中東地域の戦略的地位

と資源を考慮すれば、何も行動せずにこの地

域を失うことは、中国の喪失よりもさらに悪

い」と述べ、レバノンへの出兵を即決した 610

アイゼンハワ一政権は、イラクのクーデター

で動揺する中東の親西側政権に対して、米国

のコミットメントの信頼性をE在固たるものに

することを最優先したのであった。

これに対して、ナセルは、米軍のレバノン

出兵は「国際連合憲章の重大な侵犯Jである

として、米国に抗議する声明を直ちに発し
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た620 このように、国連決議のない出兵に

対しては、非同盟中立国は批判的であり、し

かも、自由主義諸国の中にさえ、一部懸念の

声があった 630 そこで、米国は、レバノン

出兵と同時に、国連安保理の開催を要請し、

国連警察軍をレバノンに派遣し米軍に交代さ

せることを骨子とした決議案を提出した 640

7月16日に藤山は、米国の出兵や安保理審

議への対応を決定するために、次官、局長ら

から構成される外務省幹部会を緊急召集した。

松平からは「自由陣営および日米関係の大局」

から判断して、米国案に「賛成すべき」との

請訓が届いていた 650 しかし、外務省高官

の一部(従来の経緯からして藤山外相、山田

次官らと思われる)は、米軍の出兵に批判的

立場をとり、米国案への「棄権」を主張し

た660 だが、彼らが日米関係を重視しなかっ

たわけで、はない。彼らは出兵に批判的なAA

諸国と歩調を合わせておけば、後々に米国を

窮地から救い出すことができ、その結果、有

利な立場を確保することができると考えてい

たのであった 67O

しかし、たまたまワシントンから帰国中で、

外務省幹部会に出席することができた朝海浩

一郎駐米大使が、このような外務省首脳部の

立場に真っ向から反対し、米国案への「賛配

を主張した ω。朝海は、日本が米国案に

「棄権」することは、日米聞の多くの懸案に

重大な影響を与えると同時に、「国際場裏に

於ける米国の将来的な決定に、日本が及ぼす

影響力を、増大させるよりもむしろ減退させ

る」と主張した。そして、朝海は、「米国は、

その過ちの結果から救い出されなければなら

ない」という外務省首脳部の議論に対しても、

「米国の心理に無知であることをさらけだす

ことだ」と反駁したのである 690 このよう

に、米国案をめぐって、外務省幹部会は、

「アジアの一員の立場の堅持」を優先して

「棄権」を主張する立場と、「自由主義諸国と

の協調」を優先して「賛成」を主張する立場

とに二分されたのであった。ここに、外務省

内の吉田派 Cf対米協調J)と反吉田派 Cf対

米自主J)の対立が、一気に先鋭化したので

ある。このような状況において、藤山は、米

国案は「用語も強硬、独断的の所あるに付適

宜緩和方賛成または棄権されたい」と、山田

に代表される外務省内の反吉田派の見解を重

視して、米国案への「棄権」も含めた訓令を

準備させた 700

一方、米軍のレバノン出兵に批判的な岸内

閣に対して、自民党内からは批判が相次いだ。

7月16日の自民党国防部会では、芦田均が船

田中とともに「岸総理は“アジアの一員とし

て"とか言っているそうだが、ナッセルやソ

連と一緒になって日本をどうしようというの

か」と、岸外交を批判している 710 こうし

た批判を背景に、「ポスト岸」を目指す河野

一郎自民党総務会長が、政敵たる藤山に政治

的挑戦を試みた。対外政策の主導権を藤山か

ら奪うことを画策した河野は、 7月17日の自

民党総務会において外交調査会(船田中会長)

の再発足を決定すると同時に、重要な外交案

件を外務省ではなく、政府・与党連絡会議を

通じて決定することを打ち出したのであっ
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た720

さらに、日本が米国案に「棄権」するかも

しれないとの情報は、外務省関係者によって

マッカーサーに内報されていた 730 マッカー

サーにとって、米国案への「棄権」という、

同盟国たる日本からのあからさまな批判は許

容できるものではなかった。マッカーサーは、

トjレコ、イラン、ノfキスタン、フィリピン、

中華民国の駐日大使に対して、彼らが米国の

出兵を強く支持していることを日本外務省に

「知らしめる」ように申し入れた 740マッカー

サーは、「アジアの一員Jを自負する日本の

立場を逆手に取り、当のAA諸国を通じて、

間接的に外務省の行動を抑制しようとしたの

である。さらに、マッカーサーは、山田に対

して、米国の立場を支持するように強く要望

すると同時に、「レバノンの独立を保護する

我々の努力に、直接的に反対する立場を日本

が取っているとの印象を与える行為は、我々

が共同でなそうとしている多くの懸案に、有

害な影響 Cadverseeffects)を与えかねな

い」と警告した 750藤山は、 7月18日には、

マッカーサーとの聞に日米安保条約に関する

交渉を控えており、日米関係は微妙な時期に

差しかかっていた。そのため、この警告は、

米国案への「棄権」も考慮した藤山に対して、

それを再考させるに足るだけの効果を持った

と思われる。ここに至って、外務省事持日会は、

米国案に対して「賛成または棄権」という決

定を、一転して「賛成」に改めて、松平に訓

令した 760

このように岸内閣が米国案への「賛成」を

表明したことに対して、アイゼンハワーは、

「深く感謝する」とした親書をマッカーサー

を通じて岸に手交した 770 親書を受理した

岸は、 UNOGILの報告がUARの大規模な干

渉も、国連軍の設置の必要性も認めていない

ことに言及し、米国のレバノン出兵に疑問を

呈した 780 これに対して、マッカーサーは、

「米国や日本その他の自由主義諸国は、外国

からの間接侵略から身を守ろうとしている自

由主義諸国から要請があった場合にそれを助

けるのか、あるいは、全く無関心な態度を取

り、合法的な自由主義副荷が外国の侵略』こよっ

て転覆されるのを放置するのか。それが問題

である」と述べ、レバノン危機を冷戦の論理

に転化したO マッカーサーが示唆したように

米軍のレバノン出兵は、米国の自由主義諸国

へのコミットメントの信頼性を証明するもの

でもあったのである。そこで、岸は、直ちに

「外交三原則」を列挙しつつ、その中でも

「自由主義諸国との協調」すなわち日米協力

関係が最重要であり、だからこそ、米国案に

も「賛成」を表明したと断じた 790 このよ

うに、岸は、藤山とは対照的に、朝海に代表

される外務省内の吉田派の見解により近い立

場をとった。それは、日米安保改定交渉にあ

たり「アメリカが本当に日本を守るという義

務を負うてくれるのかどうか」ということに

最大の危倶を抱いていた岸にとって 80、自

由主義国家として立場を同じくするレバノン

への米軍の出兵が、ある意味、満足しうるも

のだったためである。

しかし、同時に、岸は、米国からの信頼を
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固める一方で、藤山に対しては「対米自主」

の立場から独自のイニシアティブを発揮する

自由も与えた。藤山にとって米国案への「賛

成」は、「日米協力体制より生ずる真のパー

トナーシップの精神より難きを忍んでの大乗

的措置」以外の何ものでもなかった 810 米

国案への「賛成」に転じた藤山は、即座に

「アメリカのレバノン派兵はかえって事態の

平和的解決を困難ならしむるにあらざるやを

憂慮する」という声明を発し 82、今度は米軍

の撤兵条件をすみやかに作り出すために既存

のUNOGILを拡大・強化せんとする独自の

決議案を準備したのである 830既に安保理に

提出されていた米国案、ソ連案、スウェーデ

ン案の否決が決定的となり、安保理が決裂寸

前に陥っていた 7月19日に、松平は、日本決

議案を安保理に提出した。

岸は、なぜ、藤山に独自の決議案を安保理

に提出させたのであろうか。それは、第ーに、

世論からの支持を獲得するためであった。世

論は米軍のレバノン出兵に批判的であった。

しかも、米国のレバノン出兵に批判的な外務

省が、米国案に「賛成」を決定Lた経緯は、

「日本の態度が一日のうちに急変したかのよ

うな印象Jを世論に与えてしまった 840 こ

の様な世論を背景にした社会党は、岸内閣が

米国案に「賛成」したことに「絶対に反対で

ある」という声明を発表していた 850 そこ

で、岸は、独自の決議案を提案することによっ

て、圏内世論の支持を引き寄せようと試みた

のである。

第二に、より重要だったのは、 AA諸国か

らの支持を獲得するためであった。当初は米

国案への「棄権」によって獲得しようと考え

ていたAA諸国からの信頼を、岸は、新たな

決議案の提出によって改めて調達しようと試

みたのであるo藤山は、日本案に関して「米

ソ双方の反対を避けること困難なる場合は徒

に賛成票の多少にとらわれることなく今後緊

急総会における我方独自の立場と見解を率直

に表すもの(中略)を表決に付すこと適当と

考える」と考えており、その成否自体を重視

していなかった 860むしろ、藤山は、「独自

の立場と見解を率直に表す」決議案の提出に

よって、米国の出兵に批判的なAA諸国から

の支持を獲得し、来るべき国連総会において

発言権を確保することに重きを置いていたの

であるロ実際、 UARを含むAA諸国は、次々

と日本案に対して支持を表明した 870

さらには、米国のロッジ国連大使 (Henry

Cabot Lodge Jr.)も、一定の修正を求めつ

つも原則的には日本案への「賛成」を表明し

た。ダレス国務長官 (JohnFoster Dulles) 

も、 7月20日の大統領との会議の席で、「国

連における日本決議案は、中東情勢に関する

我々の次のステップの基礎となりうる」と発

言し、日本案への支持を明らかにした 880

レバノンでの長期駐留をそもそも望んでいな

かった米国にとって、撤兵条件をPKOの拡

大によって作り出そうとする日本案は、肯定

的に評価しうるものだったのである。その後、

日本案への支持に最後まで難渋したスウェー

デンも、最終的には支持を表明したことで、

松平は、国連内に、対立するUAR、米国を
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も包含するコンセンサスを形成することに成

功した。しかし、米国の支持は反射的にソ連

の反対を招き、日本案は 7月22日には、唯一

ソ連の反対によって否決されてしまう。

だが、日本案は無意味だったわけではなかっ

た。日本案を拒否権で葬り去ったソ連からさ

え、 UNOGILの増強という同案の趣旨に対

しては支持を得ていたのである。日本案の採

択の直前に、ソボレフ国連大使 CArkabyA. 

Sobolev)は、松平との交渉を通じ、 UNOGI

Lの増強を明記した一文を日本案から削除さ

せると、今度は、自ら削除させた正にその一

文を取り込んだ修正日本決議案を再度安保理

に提出したのである 890 ソ連は、一見意味

不明なこの行動を通じて、日本案には反対し

つつも、 UNOGILの増強自体は支持する旨

を間接的にハマーショルドに表明していたの

である。実際、ハマーショルドは、ソ連によ

る修正日本案を通じて、従来、 UNOGILの

増強には否定的であったソ連からも、暗黙の

支持を得たことを確認した 900

こうしてハマーショルドは、否決された日

本案の考え方に沿って、独自にUNOGILの

増強計画に着手したのである。その結果、

UNOGILの監視員の数は、 7月17日現在の

133名から、 11月中旬までに591名に増員され、

種々の機材の増強も図られた。この、 UNOGIL

の増強も一因となって、撤兵条件が満たされ

たと考えた米国は、 10月までにはレバノンか

らの撤兵を終了した 910 さらに、アイゼン

ハワ一政権は、レバノン危機が収束した1958

年10月に中東政策を見直し、ナセルとの関係

を正常化しようとした 920つまり、米国は、

むしろ岸内閣の中東認識へと嵐丘したのであっ

た。

このように、否決されたとはいえ、日本案

は、国連内のコンセンサスにソ連をも取り込

むことに成功し、ハマーショルドがUNOGIL

増強にイニシアティブを発揮する呼び、水の役

割を果たすこととなった。つまり、岸内閣の

国連外交は、第一節で述べた「自由主義諸国

との協調」と「アジアの一員」の閣のジレン

マを、ハマーショルドのイニシアティブを介

することによって克服し、米国とUARの対

立を緩和することに貢献したのである。

3、岸内閣の国連外交の評価

以上のように、岸内閣は、安保理を中心に、

対立する米国とUARの仲介者的役割を果た

した。岸外交は、両者からどのように評価さ

れたのであろうか。第一に、 UARである。

ナセルは、土田豊駐UAR大使との会談の中

で「日本政府および国民がナショナリズムに

正しい理解と同情を有することに対し厚く感

謝している」と述べ、国連における日本の外

交努力を高く評価した 930 第二に、米国で

ある。先述のとおり、米国案の取り扱いをめ

ぐって、日米関係が、一時緊張関係にあった

ことは確かである。このような緊張関係は、

8月に開催された国連緊急総会においても継

続していた。そこでの藤山・ダレス会談では、

藤山が「今総会の目的は米英軍の撤兵をいか

に早く行いうるような結果をもたらすかにあ

る」と述べると、ダレスが「否。目的はレパ
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ノン、ヨルダンからのコンプレイントを討議

するにある」と切り返すといった緊迫した一

幕もあった 940

しかし、米国は、全般的にはレバノン危機

をめぐる岸内閣の国連外交を評価した。パー

ソンズ国務次官補代理 (J.Graham Parsons) 

は、下回武三駐米公使に「最近の安保理事会

における日本代表の活動は、 mosteffective 

and usefulであり、米政府はこれを深くアプ

リシエートする」と語っており 950 さらにア

イゼンハワ一大統領自身、日本案を「全く分

別あるもの (completelysensible) Jと回顧

録の中で高く評価しているのである 960

第三節国連からの自衛隊派遣要請

1、自衛隊派遣要請の拒否

しかし、ここで問題となったのが、ハマー

ショルドから求められたUNOGILへの自衛

隊派遣であった。 7月28日に、ハマーショル

ドはUNOGILの75名増員計画の一環として、

従来の派遣国に加えて、新たにアルゼンチン

と日本に対しでも将校の派遣を要請した。松

平に対しては、「監察団の火急の必要を充た

すため迅速なる援助を与えられれば欣快に堪

えない」とする口上書をもって、士宮10名

(少佐あるいは大尉クラス)の派遣を要請し

た970岸が「あるかないかわからないこと」

としていたPKOへの自衛隊派遣問題が、こ

こに現実のものとなり、日米関係と対AA諸

国関係とのジレンマを切り抜けた岸内閣は、

国連外交と圏内政治の閣のジレンマに陥った

のである。

岸内閣は、 UNOGILの強化をめざした日

本案を安保理に提案した直後から、その裏付

けとして自衛隊派遣の可能性を検討してい

た98。すでに外務省は、米国案に「賛成」

することさえ国連警察軍への自衛隊派遣問題

を引き起こしかねないと考え、あくまでも

「兵力の寄与について留保する旨」を表明す

るように松平に指示していた 990 したがっ

て、岸内閣が、自ら日本案を安保理に提出し

た時に、その一環として自衛隊派遣問題が浮

上すると判断したのは当然であった。そして、

この問題では、防衛庁と内閣法制局が肯定的

な見解を持っていた。左藤義詮防衛庁長官は、

岸から諮問があれば「具体的な意見具申をす

る用意がある」と記者会見で述べていた 100。

また、林修三内閣法制局長官も、自衛隊を直

接UNOGILに派遣することは、防衛庁設置

法や自衛隊法に照らして認められないが、自

衛隊員を外務省職員に「併任」させれば

UNOGILに派遣することも可能であるとい

う判断を下していた1010

一方、最も自衛隊派遣に消極的であったの

が藤山であった。 7月22日の閣議において、

左藤防衛庁長官が藤山に対して国連からの自

衛隊派遣要請の可能性を尋ねたのであるが、

藤山はこれを否定した 1020 7月28日には、

自民党の佐々木盛雄が国会において「日本と

して提案した以上、みずから監視団の一員に

参加して相当な役割を演ずるだけの責任を持

たねばならぬ」と藤山に問いただしたが、藤

山は「提案したから必ずそれに入らなければ

ならぬというようなことは考えない」と断言
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した1030

このように、藤山が、 UNOGILへの自衛

隊派遣に消極的であった背景には、岸内閣の

最大の外交案件であった日米安保改定交渉が

あったと考えられる。特に、岸は、「日本の

空気は戦争を嫌悪すること顕著なるものあり」

と認識し、「日本が現状より以上に戦争に巻

き込まれる危険が増すと云う様な感じになる

ことは避けなければならぬ」と考えていた1040

したがって日米安保改定交渉を直前に控えた

藤山もまた、 UNOGILへの自衛隊の海外派

遣を現実化することによって、「戦争に巻き

込まれる危険が増すと云う様な感じ」を世論

に与えることを恐れたのである。実際、

UNOGILへの自衛隊参加に対しては、世論

の一部が反発した。例えば、朝日新聞は、岸

内閣がレバノンへの自衛隊派遣を契機に「本

格的再軍備にもっていこうとの下心もありそ

うで、警戒を要する」と論評した1050このよ

うな世論を背景にした社会党は、藤山に対し

て、「いかなる形においても」自衛隊を

UNOGILIこ「絶対に」派遣しなUことを保

証するように求めていた1060

7月30日に松平からハマーショルドの口上

書を受け取った藤山は、この問題を防衛庁長

官や内閣法制局長官の出席する閣議ではなく、

自民党幹部を交えた政府・与党連絡会議にて

検討した。そこでは、 UNOGILへの自衛隊

派遣は「自衛隊海外派兵の糸口をつくるもの

ではないかとの議論をよぷおそれがあり、国

内政治情勢や国民世論への影響なども考える

必要がある」という意見が大勢を占めた 1070

こうして藤山は「我が国は国連監察団の増強

を主張した経緯もあり、又国連協力の根本的

立場からも何とか貢献したい」として、文民

の派遣には積極的な姿勢を見せながらも、自

衛隊の派遣についてはあくまでも「差し控え

たい」とする訓令を松平に発することとなっ

た108。藤山は、自衛官を外務省職員に「併

任」するという、内閣法制局が用意した方策

に対しでも「あまりにも窮余の便法たる印象

を与え国内的に物議を醸す恐れがある」と判

断し、実施しなかった 1090

2、国連内の評価

ハマーショルドからの自衛隊派遣要請に接

した岸内閣は、圏内世論への配膚を優先して

UNOGILへの自衛隊派遣を拒否した。その

結果、この問題が国内的な大論争へと発展す

ることはなかった。しかし、圏内世論を優先

した結果、岸内閣は、国連において困難な立

場に立たされた。当時、国連には日本に対す

る「割り切れぬ空気」が流れていたという 1100

UNOGILの増強を提案しておきながら、

国連からの自衛隊派遣要請は拒否するという

岸内閣の矛盾した態度に対して、ハマーショ

ルドは「遺憾の意」を表明したと言われてい

る1110ハマーショルドは、日本案がソ連に

よって否決された後、「嵐であるといって船

長が船を出さないというような消極的なこと

は現在許されない」との認識から、独自に日

本案の趣旨であったUNOGILの増強に着手

していった1120 それにもかかわらず、原案

提起者たる日本が非協力的態度を示したこと
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は、当時の胸中を「逃れることのできない孤

独」と日記に記していたハマーショルドにとっ

て113、明らかに「遺憾の意」を表明するに

値したといえよう。日本の対応は、国連協力

のために国内法が準備されていなかったにも

かかわらず、臨時措置を講じてUNOGILへ

の将校派遣を断行したアイルランドと対照的

であった 1140

これに対して、藤山から自衛隊派遣を「差

し控えたい」旨の訓令を受けた松平は、次の

ように岸内閣の対応を批判した請訓を行って

いる 115。第一に、松平は、国連の要請を拒

否した根拠となっていた、防衛庁設置法や自

衛隊法の解釈に疑問を投げかけた。松平は、

憲法が条約に国内法的効力を認める以上、国

連に加盟した日本は、憲法や自衛隊法も国連

憲章に沿って再解釈しなければならないと考

えていた。第二に、松平は、安保理の決議や

授権に基づいて、国連事務総長がUNOGIL

に関して加盟国に要請を行う場合、これに応

じないのは「憲章二条の精神に反し、わが国

憲法の精神にも反するものかと存ぜらる」と

主張した。第三に、松平は、国連においては、

以上の議論以外は「受け入れられざるJ商会き」

との感想を率直に本省に伝えた。そして「今

後とも憲法と条約との法律関係を更に掘り下

げ情勢の推移を見たる上再度御検討を得れば

幸甚と存ずる」と請訓した。こうした松平の

不満は後々まで尾を号|き、 1961年に松平が

11958年のレバノン問題にさいし、わが国が

国連監視団への派兵を求められた時も、政府

はこれをことわることになり、.私としては窮

地に立った。こんごはせめてオブザーパーを

派遣できるようにしたい」と発言したことが、

国会で大問題となる 1160 また、松平のみな

らず、外務省内にも「将来には国内法の改正

をも考慮し、今次の如き場合に協力し得るよ

う取り運びたい」との問題意識が、レバノン

危機を契機として抱かれるにいたった1170

3、自衛隊派遣に対する圏内コンセンサス

以上のように、岸内閣は、国連外交と圏内

世論の閣のジレンマを、克服することができ

なかった。ただし、ここで注目するべきは、

世論の中にもレバノン危機を契機として、自

衛隊のPKO派遣に肯定的な見解が少なから

ず現れていたという事実である。つまりレバ

ノン危機をめぐる岸内閣の国連外交には、国

連外交と圏内世論のジレンマを克服する可能

性もあったのである。

保守的な論客で一例をあげれば、国際法学

者・入江啓四郎は「要請を拒絶することが、

国際信義にもとるような羽田に陥るようであ

れば、大乗的見地に立って自衛隊員を参加さ

せてもよかろう」と主張した 118。他方で、

戦後平和主義の代表的論客となった坂本義和

でさえも、 1959年に「政府は『海外派兵』の

憲法問題を顧慮して参加を断わり、国連当局

者に奇怪な印象を与えた」と、 UNOGILへの

自衛隊派遣に肯定的な見解を述べている川。

新聞においても、「少なくとも研究する余地

はあるかもしれないJ(読売新聞)、「その参

加人数も武官十人という小規模なものであっ

ても圏内事情から出せないというのはどうで
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あろうかJ(毎日新聞)と、 UNOGILへの自

衛隊参加に肯定的見解が散見された1200

なぜ、世論の大半が自衛隊の海外派遣に対

して警戒的であった当時に、このように、自

衛隊のUNOGILへの参加を容認する見解が

現れたのであろうか。第ーに、 UNOGIL!ま、

非武装の軍事監視団であり、それへの自衛隊

の派遣が、憲法9条に抵触するとは考えられ

なかった。既に林修三内閣法制局長官も「全

く武力の行使と関係のない警察行動的なもの

があり得た場合に、それは憲法第9条と直接

関連しない面もある」と答弁していたのであ

る121。新聞においても、 UNOGIL!ま「監察

団は国連軍と違って、戦闘を前提としない純

粋な平和行動を目的とするJ(読売新聞)、

「戦闘部隊ではない単なる監視団J(毎日新聞)

といった認識が共有されており、それが自衛

隊派遣に肯定的な見解を支えていた1220

第二に、さらに重要であったことは、そも

そも世論が、自衛隊派遣の前提となった日本

案を一致して支持していたことである。例え

ば新聞各紙は、日本案を「現実的であり妥当」

(読売新聞)、「現実に即した妥協案J(毎日新

聞)、「今回の安保理事会の手で、レバノンの

事態を最も速やかに収拾するための、そして

中東の危機を解決するための最後の機会」

(朝日新聞)と高く評価していたのであっ

た1230そこで、世論は、自ら高く評価した日

本案の延長線上にあった自衛隊のUNOGIL

派遣問題に対しでも、 r(自衛隊を派遣しな

ければ一引用者注〕国際的には日本提案は

実行の裏づけのないエゴイズムととられる可

能性があろうJ(毎日新聞)、「監察団を増強

すべし、という以上は、この案に責任を持た

ねばならぬ、というのは常識J(読売新聞)と、

肯定的見解を示したのである 1240 自衛隊の

派遣事態には否定的であった朝日新聞でさえ

も、「発言者がイザとなったらイヤだと背を

向けたのだから、意外に思われるのも無理は

ない」と、その対応の矛盾は自覚していたの

であった1250 つまり、レバノン危機をめぐ

る岸内閣の国連外交は、独自の安保理決議案

を軸に、圏内においては少なからぬ世論を

PKOへの自衛隊派遣を支持する方向に向か

わせていたのである。

おわりに

岸内閣は、「自主外交」を掲げた藤山を中

心に、「アジアの代表」としての意味合いが

強かった安保理において、 AA諸国と西欧諸

国の仲介者的役割を果たした。ただし、岸内

閣の国連外交は、対米関係と、自衛隊派遣問

題について重大なジレンマを抱えていており、

1958年のレバノン危機はその克服を岸内閣に

課した。

第ーに、日米関係とのジレンマである。岸

内閣は米国のレバノン出兵を批判し、安保理

において米国の決議案を「棄権」することさ

え考えた。しかし、米国は、日本に対して警

告を発し、米国案に「賛成」するように圧力

を加えた。日米安保条約改定交渉を控えた岸

内閣は、米国案に「賛成」せざるをえなかっ

た。しかし、あくまでもレバノンからの米軍

の早期撤兵を促そうと試みた岸内閣は、
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PKO拡大を狙った独自の決議案を提案する

ことに活路を見出した。それは、結局、ソ連

の拒否権によって葬り去られたが、安保理内

の合意形成に役立ち、ハマーショルドの独自

のイニシアティブを支えた。このように、岸

内閣の国連外交は「対米自主」であったにも

かかわらず、基本的には米国の国益にも合致

するものであったために、アイゼンハワー大

統領はこれを高く評価した。このような評価

は国家安全保障会議の対日政策基本文書

(NSC6008/1)へと結実することとなった 1260

そこで、アイゼンハワ一政権は、日本の自由

世界への貢献は経済力と、 AA諸国への「調

停役としての影響力 (amoderating inf1u-

ence)Jを通じてであろうと結論し、「特に国

連において日本がアジア・アフリカ諸国に対

!して穏健かっ建設的な役割を果たすように奨

励し、補助する」ことを基本政策方針として

掲げたのである。

ここで問題となったのが、第二のジレンマ

であった自衛隊派遣問題である。岸内閣は、

独自の決議案を準備しながら、それを裏付け

るUNOGILへの自衛隊派遣は拒否した。日

米安保改定を控えた岸は、自衛隊の海外派遣

を行うことで「戦争を嫌悪すること顕著なる」

圏内世論を刺激することを極度に恐れていた。

国家の最大の政策課題は「いうまでもなく安

全保障」と喝破し、日米安保改定に全力を注

いでいた岸にとって、それは当然だった 1270

ただし意外なことに、世論の中には、

UNOGILに対する自衛隊の派遣を積極的に

肯定する主張も現れていた。これは、ハマー

ショノレドからの自衛隊派遣要請の根拠となっ

ていたのが、世論が高く支持した日本案のア

イデ、アだったからであったO

このように、レバノン危機において、高い

評価を国際社会から得ることのできた外務省

が、後に日本を、西欧諸国とAA諸国の「善

意の仲介者」と自讃したのも、あながち間違っ

た認識ではないであろう 1280 1950年代後半の

当時、カナダやスウェーデンといった北欧諸

国など、ミドル・パワーと呼ばれる国々の活

発な国連外交が顕著であった。岸内閣もレバ

ノン危機を通じて、これらの国々と同様に評

価されうるに充分な外交を展開したのである。

つまり、岸は、日米安保条約改定によって

「対米協調」を強化すると同時に、外相に藤

山を起用することによって、鳩山、石橋内閣

が一貫して有してきた「対米自主Jに関しで

も、それを国連におけるミドル・パワーに成

熟させようと試みていたのであった。このよ

うな岸内閣の国連外交は、「国民外交」を掲

げた藤山の下で、独自の安保理決議を軸に、

国内のナショナリズムに表現を与えようとす

る試みでもあった。その結果、岸内閣の国連

外交は、圏内においては、 PKOへの自衛隊

派遣を支持する世論さえ形成しつつあったの

である。

しかし、その後、 PKOへの自衛隊派遣を

可能とするような国内支持は失われていった。

1961年に、松平大使が、レバノン危機時に国

連からの自衛隊、派遣要請を断ったことに関し

て「私としては窮地に立った」と語り、自衛

隊派遣は「国連協力の根本をなすべきものだj
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と訴えたときには、もはや世論が肯定的な反

応を示すことはなかった 1290 1958年当時に

はUNOGILへの自衛隊派遣に肯定的であっ

た読売新聞でさえ、一転して「内政上の判断

から派兵を拒否したのは当然」として、松平

を批判したのである 130。そこには1960年の

安保騒動が影をさしていた。岸が日米安保条

約の批准を衆議院で強行採決したことが、保

守政治に対する世論のイメージを決定的に悪

化させてしまっていたのである。

こうしてPKOへの自衛隊派遣に対する圏

内コンセンサスの萌芽が失われていったこと

は、その後の国連外交にとって重大な制約と

なっていった。なぜなら、ミドル・パワーと

して「国連の中の安定勢力を構成」していた

カナダや北欧諸国は、日本とは異なり、その

現実的な裏付けとしてPKOに参加するため

の国連待機軍を設置するなどの措置を取って

いたためである 1310 PKOへの自衛隊派遣に

関する圏内コンセンサスの不在は、日本の国

連外交そのものを拘束していったのである。

こうして、外務省内にはレバノン危機以降

PKOに自衛隊を派遣できないことが、日本

の「国連協力に対する熱意につき疑惑を生ぜ

しめるのみならず、国連の内外における日本

の国際的発言権を弱化せしめている」との認

識が蓄積されていった 132。実際にも、外務

省は、このような問題意識を背景にして、

1966年には国連による「紛争の平和的解決の

ための活動」に自衛隊を参加させることを骨

子とした「国連協力法案」を作成している 1330

その後も外務省は、 1992年に現行の「国際平

和協力法」が成立するまで、 PKOへの参加

構想、を断続的に模索していく 1340 このよう

に、 1958年のレバノン危機は、日本にとって

PKO参加の原体験となったのである。

*投稿受付 2002年11月29日

受理 2003年 3月12日
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The U.N. Policy of the Kishi Administration: 
The 1958 Lebanon Crisis as Japan's First Opportunity 

for Military Contribution to the U.N. 

MURAKAMI Tomoaki * 

Abstract 

During the 1958 Lebanon Crisis， Japan was for the first time requested by 

United Nations to contribute military personnel. With this in mind， the purpose 

of this article will be to clarify the facts behind Japan's U.N. policy during the 

Kishi Nobusuke administration (1957-1960) by examining the events which led 

to Japan's involvement in the 1958 Lebanon Crisis. Secondly， through this 

examination the article wi1l revaluate Kishi's foreign， in particular the concept 

of his so-called “autonomous diplomacy". 

The Hashemite Kingdom in Iraq was overthrown and the United States， 

fearing that the revolution might spread， quickly sent troops to Lebanon. The 

deployment of U.S. troops in the Middle East was strongly opposed by the 

United Arab Republic. and the Soviet Union. The Kishi administration also 

criticized the U.S. action， but at the same time proposed a solution to. the 

incident by submitting a draft resolution to the U.N. Security Council. 

Although it was vetoed by the Soviets， U.N. Secretary-General Dag 

Hammarskjold maintained the concept of Japan's proposal. Japan's proactive 

diplomacy during the crisis was highly praised by the U.N.. Although Kishi 

and particularly Foreign Minister Aiichiro Fujiyama pursued and autonomous 

diplomacy for Japan， the Dwight D. Eisenhower administration also regarded 

Japanese draft as extremely helpful in resolving the situation. 

Thus Kishi's autonomous diplomacy had the potential to evolve Japan's 

foreign policy into the category of “middle power" such as Canada and 

Scandinavia. However， when Hammarskjold requested Japan send Self-Defense 

* Graduate Student， Graduate School of InぬrnationalCooperation Studies， Kobe University. 
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Forces (SDF) to the United Nations Observation Group in Lebanon as a way 

to implement Japan's proposal， the Kishi administration balked at the U.N. 

request. Behind this decision la.y stroog and vocal domestic political opposition 

in sending the SDF abroad， even at the behest of the U.N.. It was at this 

moment when Japan relinquished any possibility of becoming a “middle 

power" in the U.N .. 


